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三
朝
町
立
公
民
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
S
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
立
公
民
館
の
設
健
及
び
管
理
把
的
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
て
'

地
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治
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(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
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窮
九
十
六
発
声
一
頭
の
規
定
に
よ
わ
'
本
萄
会
の
葡

決
を
求
め
る
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悪
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三
朝
町
条
例
第

号

三
朝
町
立
公
民
館
の
設
健
及
び
菅
現
に
的
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

･
す
る
条
.
鍋

三
朝
町
立
公
民
館
の
葦
僚
及
び
管
理
に
画
す
る
条
例
　
(
昭
和
四
十
凶
年
三
朝
町
条
例
窮
五
十
七
号
)
･
の

7
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

第
二
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.



第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

帝

三

条

　

削

　

　

除

第
四
条
第
表
中
｢
三
朝
町
竹
田
公
民
館
｣
を
｢
三
朝
町
地
区
公
民
館
｣
芸
め
,
同
条
第
二
項
を
削

ヽ

-

る

｡
第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

(
公
民
館
運
営
専
頭
金
)

第
五
乗
　
法
第
二
十
九
条
讐
項
た
だ
し
等
の
規
定
-
づ
き
,
-
条
還
定
す
る
三
朝
町
立
公
民
館

托
公
民
館
逮
営
審
璃
会
せ
噂
-
｡
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こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
四
年
∵
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
0

2
　
改
正
前
の
三
朝
町
立
公
民
館
の
設
営
及
び
管
理
-
す
る
条
例
.
の
規
定
-
り
霊
芝
た
三
朝
町

中
央
公
民
館
及
び
三
朝
町
竹
田
公
民
館
は
,
こ
の
条
例
-
る
三
朝
町
中
央
公
民
館
及
望
朝
町
竹
田

地
区
公
民
館
と
を
り
'
同
-
性
を
も
っ
て
存
続
す
る
･
も
の
と
す
る
｡
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こ
の
条
鮒
施
､
行
の
際
,
現
-
居
館
-
審
積
金
-
で
-
者
の
任
期
誓
哨
和
五
十
五
年
三
月

三

十

7

,

日

ま

で

と

す

る
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